仕様書
１ 件名
モニター付きインターホンの設置業務

２ 業務内容の概要
東山区役所では、高齢者を狙った悪質な訪問販売による被害の未然防止を目的として、モニター付きインターホンを支給し、普及促進を図る事業を実施する。
本業務は、当該事業の実施のため、支給の決定を受けた支給対象者（以下、「対象者」という。）の自宅へ訪問のうえ、モニター付きインターホンの設置等を行うものである。

３ 業務の詳細
設置するモニター付きインターホンについて
⑴ モニター付きインターホンの機種
VS－SGZ20L（パナソニック株式会社）または同等の機能を有する物（配線工事不要、録画機能等）
⑵ 台数
１４台
⑶ 設置するモニター付きインターホンについては、東山区役所地域力推進室から供給する。
⑷ 対象者の自宅へ設置した日から１年間をメーカーによる保証期間とし、モニター付きインターホンが故障した場合、受託業者は対象者からの依頼により、メーカーに修理を依頼する。

設置業務について
1 本区が選定した対象者１４名について、受託業者から個別に連絡のうえ、設置訪問の日時を調整
する（連絡の方法は電話、郵便等問わない）。
⑵ 日時の調整が完了した対象者から順次、自宅を訪問のうえ、対象者の希望する場所へモニター付きインターホンの設置を行う（通常使用できる状態にする）。
⑶ モニター付きインターホンの設置後、初期設定を行う。
⑷ 対象者に対し、機能についての説明を行う。
⑸ 設置が完了したら、対象者に受領書へ押印等をもらい、速やかに東山区役所地域力推進室まちづ
くり担当へ提出すること（受領書については本区が用意する様式を用いるものとする）。
　⑹ 対象者が不要になったインターホンの回収を希望すれば、回収し適切に処分すること。
　⑺ 業務完了後、対象者の住宅地図は返却すること。
その他
⑴ 対象者は東山区内在住の者。
⑵ 設置に係る人件費、設置場所への交通費、その他業務の遂行に必要な経費は契約金額に含めること。
⑶ 本区の求めがあれば、その都度、業務の進行状況を報告すること。
⑷ 業務の遂行に当たり、トラブル等があった際は、適切に対応のうえ、速やかに本区に報告すること。
⑸ モニター付きインターホンの設置のため対象者方を訪問した際、本事業以外の営業活動（家電の買替えを提案するなどの営業活動等）を行わないこと。

４ 全台設置完了期日
令和８年３月１９日（木）

５ 業務進行のスケジュール（目安であり、業務の都合により前後する場合あり）
・依頼業者決定後、東山区役所地域力推進室まちづくり担当と打ち合わせ（事業及び業務内容の確
認等）
・受託業者が対象者へ連絡のうえ、モニター付きインターホンの設置日時を調整
・順次、受託業者が対象者の自宅を訪問し、モニター付きインターホンの設置及び初期設定、取扱方法の説明等を行う。
令和８年３月１９日（木）　１４台全て設置完了

６ 備考
⑴ 受託後、速やかに業務の詳細等について、本区と協議すること。
⑵ 本業務を通して知り得た情報は、第三者へ漏えいしてはならない。
⑶ 受託者は本区の許可なく、業務の内容を公表しない。
⑷ 本仕様書に規定のない事項又は本仕様書の規定に疑義がある場合、両者協議のうえこれを定める
こととし、もし協議が調わない場合は本区が定めるものとする。
